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【年通号数】公開・登録公報2008-020
【出願番号】特願2006-299680(P2006-299680)
【国際特許分類】
   Ａ６３Ｆ   7/02     (2006.01)
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【手続補正書】
【提出日】平成22年12月7日(2010.12.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　各店舗において店舗会員として会員登録した会員に対して発行された記録媒体の記録情
報を含む登録要求を受信し、該受信した登録要求に含まれる前記記録媒体の記録情報から
特定される前記会員を個々に識別可能な会員識別情報を登録する登録手段と、
　該登録手段により登録した会員識別情報である既登録会員識別情報に対応付けて、当該
会員識別情報の会員が所有するポイント数を管理するポイント管理手段と、を有するポイ
ント管理装置を備えるポイント管理システムであって、
　前記記録媒体には、前記記録情報として、前記会員識別情報を特定可能な第１会員特定
情報が磁気的又は電気的に記録されると共に、前記会員識別情報を特定可能な第２会員特
定情報が目視可能に記録され、
　各店舗に設置され、前記記録媒体を受け付けて、該受け付けた記録媒体に記録されてい
る前記第１会員特定情報を読み取る記録媒体受付手段と、該記録媒体受付手段により読み
取った第１会員特定情報を含む第１登録要求を前記ポイント管理装置に対して送信する第
１登録要求送信手段と、を有する店舗端末をさらに備え、
　前記ポイント管理装置は、
　前記店舗端末から前記第１登録要求を受信したことに基づいて、該受信した第１登録要
求に含まれる第１会員特定情報から特定される会員識別情報を前記登録手段により前記ポ
イント管理手段に登録すると共に、前記会員が所持する情報端末において当該会員が前記
第２会員特定情報を入力して登録操作を行うことにより該情報端末から送信されてくる、
該入力された第２会員特定情報を含む第２登録要求を受信したことに基づいて、該受信し
た第２登録要求に含まれる第２会員特定情報から特定される会員識別情報を前記登録手段
により前記ポイント管理手段に登録し、
　前記既登録会員識別情報を特定可能な前記記録情報が記録された記録媒体である旧記録
媒体に代えて新たな記録媒体の再発行を受けた前記会員の操作により、前記店舗端末又は
前記情報端末から、該新たな記録媒体の前記記録情報と、前記旧記録媒体の前記記録情報
とを含む引き継ぎ要求を受信したことに基づいて、該受信した引き継ぎ要求に含まれる前
記旧記録媒体の記録情報から特定される既登録会員識別情報に対応付けられているポイン
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ト数を、該引き継ぎ要求に含まれる前記新たな記録媒体の記録情報から特定される新会員
識別情報に対応付ける引き継ぎ処理を行う引き継ぎ処理手段をさらに有することを特徴と
するポイント管理システム。
【請求項２】
　請求項１に記載したポイント管理システムであって、
　前記店舗端末は、前記会員から前記記録媒体を受け付けて前記記録媒体受付手段により
読み取った第１会員特定情報から特定される会員識別情報に対応付けて前記ポイント管理
手段により管理されているポイント数を、当該会員に対して表示するためのポイント表示
手段をさらに有することを特徴とするポイント管理システム。
【請求項３】
　請求項２に記載したポイント管理システムであって、
　前記ポイント管理装置は、
　前記第２登録要求に伴って、前記登録操作を行う会員の電子メールアドレスを前記情報
端末から取得する電子メールアドレス取得手段と、
　該電子メールアドレス取得手段により取得した電子メールアドレスを、前記受信した第
２登録要求に含まれる第２会員特定情報から特定される会員識別情報に対応付けて管理す
る会員管理手段と、
　前記会員に対して通知する通知内容と、通知対象とする会員の会員識別情報を特定可能
な情報とを設定する通知情報設定手段と、
　該通知情報設定手段により設定された情報から特定される前記通知対象の会員識別情報
に対応付けて前記会員管理手段で管理されている電子メールアドレスを抽出する電子メー
ルアドレス抽出手段と、
　前記通知情報設定手段により設定された通知内容を提供するための通知情報を含む電子
メールを該電子メールアドレス抽出手段により抽出された電子メールアドレス宛に送信す
る電子メール送信手段と、
　前記店舗端末から前記第１会員特定情報を含む確認要求を受信したことに基づいて、該
受信した確認要求に含まれる第１会員特定情報から特定される会員識別情報が前記通知情
報設定手段により設定された情報から特定される前記通知対象の会員識別情報であるか否
かを判定する通知対象判定手段と、
　該通知対象判定手段により通知対象の会員識別情報であると判定されたことを条件とし
て、前記通知情報を前記店舗端末に対して返信する通知情報返信手段と、をさらに有する
ことを特徴とするポイント管理システム。
【請求項４】
　請求項３に記載したポイント管理システムであって、
　前記ポイント管理装置は、前記店舗端末から前記確認要求を受信したことに基づいて、
該受信した確認要求に含まれる第１会員特定情報から特定される会員識別情報に対応付け
て前記会員管理手段で電子メールアドレスを管理しているか否かを判定する電子メールア
ドレス管理判定手段をさらに有し、
　前記通知情報返信手段は、該電子メールアドレス管理判定手段により電子メールアドレ
スを管理していると判定されたことを条件として、前記通知情報を前記店舗端末に対して
返信しないことを特徴とするポイント管理システム。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか１つに記載したポイント管理システムであって、
　前記ポイント管理装置は、
　前記引き継ぎ要求を受信したことに基づいて、該受信した引き継ぎ要求に含まれる前記
旧記録媒体の記録情報から特定される既登録会員識別情報に対応付けて登録されている他
の既登録会員識別情報が有るか否かを判定する対応付け判定手段をさらに有し、
　該対応付け判定手段により有ると判定されたことを条件として、前記引き継ぎ処理手段
により、前記引き継ぎ処理を行うと共に、前記登録手段により、前記引き継ぎ要求に含ま
れる前記新たな記録媒体の記録情報から特定される新会員識別情報を前記他の既登録会員
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識別情報に対応付けて登録することを特徴とするポイント管理システム。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか１つに記載したポイント管理システムであって、
　前記引き継ぎ処理手段は、前記引き継ぎ処理として、前記既登録会員識別情報に対応付
けられているポイント数を前記新会員識別情報に対応付けて管理すると共に、該新会員識
別情報に対応付けられているポイント数と合算する処理を行うことを特徴とするポイント
管理システム。
【請求項７】
　各店舗において店舗会員として会員登録した会員に対して発行された記録媒体の記録情
報を含む登録要求を受信し、該受信した登録要求に含まれる前記記録媒体の記録情報から
特定される前記会員を個々に識別可能な会員識別情報を登録する登録手段と、
　該登録手段により登録した会員識別情報に対応付けて、当該会員識別情報の会員が所有
するポイント数を管理するポイント管理手段と、
　を有するポイント管理装置であって、
　前記記録媒体には、前記記録情報として、前記会員識別情報を特定可能な第１会員特定
情報が磁気的又は電気的に記録されると共に、前記会員識別情報を特定可能な第２会員特
定情報が目視可能に記録され、
　前記ポイント管理装置は、
　各店舗に設置される店舗端末において前記会員が前記記録媒体の受付を行うことにより
該店舗端末から送信されてくる、該受け付けた記録媒体から読み取った第１会員特定情報
を含む第１登録要求を受信したことに基づいて、該受信した第１登録要求に含まれる第１
会員特定情報から特定される会員識別情報を前記登録手段により前記ポイント管理手段に
登録すると共に、前記会員が所持する情報端末において当該会員が前記第２会員特定情報
を入力して登録操作を行うことにより該情報端末から送信されてくる、該入力された第２
会員特定情報を含む第２登録要求を受信したことに基づいて、該受信した第２登録要求に
含まれる第２会員特定情報から特定される会員識別情報を前記登録手段により前記ポイン
ト管理手段に登録し、
　前記既登録会員識別情報を特定可能な前記記録情報が記録された記録媒体である旧記録
媒体に代えて新たな記録媒体の再発行を受けた前記会員の操作により、前記店舗端末又は
前記情報端末から、該新たな記録媒体の前記記録情報と、前記旧記録媒体の前記記録情報
とを含む引き継ぎ要求を受信したことに基づいて、該受信した引き継ぎ要求に含まれる前
記旧記録媒体の記録情報から特定される既登録会員識別情報に対応付けられているポイン
ト数を、該引き継ぎ要求に含まれる前記新たな記録媒体の記録情報から特定される新会員
識別情報に対応付ける引き継ぎ処理を行う引き継ぎ処理手段をさらに有することを特徴と
するポイント管理装置。
【請求項８】
　請求項７に記載したポイント管理装置であって、
　前記第２登録要求に伴って、前記登録操作を行う会員の電子メールアドレスを前記情報
端末から取得する電子メールアドレス取得手段と、
　該電子メールアドレス取得手段により取得した電子メールアドレスを、前記受信した第
２登録要求に含まれる第２会員特定情報から特定される会員識別情報に対応付けて管理す
る会員管理手段と、
　前記会員に対して通知する通知内容と、通知対象とする会員の会員識別情報を特定可能
な情報とを設定する通知情報設定手段と、
　該通知情報設定手段により設定された情報から特定される前記通知対象の会員識別情報
に対応付けて前記会員管理手段で管理されている電子メールアドレスを抽出する電子メー
ルアドレス抽出手段と、
　前記通知情報設定手段により設定された通知内容を提供するための通知情報を含む電子
メールを該電子メールアドレス抽出手段により抽出された電子メールアドレス宛に送信す
る電子メール送信手段と、
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　前記店舗端末から前記第１会員特定情報を含む確認要求を受信したことに基づいて、該
受信した確認要求に含まれる第１会員特定情報から特定される会員識別情報が前記通知情
報設定手段により設定された情報から特定される前記通知対象の会員識別情報であるか否
かを判定する通知対象判定手段と、
　該通知対象判定手段により通知対象の会員識別情報であると判定されたことを条件とし
て、前記通知情報を前記店舗端末に対して返信する通知情報返信手段と、をさらに有する
ことを特徴とするポイント管理装置。
【請求項９】
　請求項８に記載したポイント管理装置であって、
　前記店舗端末から前記確認要求を受信したことに基づいて、該受信した確認要求に含ま
れる第１会員特定情報から特定される会員識別情報に対応付けて前記会員管理手段で電子
メールアドレスを管理しているか否かを判定する電子メールアドレス管理判定手段をさら
に有し、
　前記通知情報返信手段は、該電子メールアドレス管理判定手段により電子メールアドレ
スを管理していると判定されたことを条件として、前記通知情報を前記店舗端末に対して
返信しないことを特徴とするポイント管理装置。
【請求項１０】
　請求項７～９のいずれか１つに記載したポイント管理装置であって、
　前記引き継ぎ要求を受信したことに基づいて、該受信した引き継ぎ要求に含まれる前記
旧記録媒体の記録情報から特定される既登録会員識別情報に対応付けて登録されている他
の既登録会員識別情報が有るか否かを判定する対応付け判定手段をさらに有し、
　該対応付け判定手段により有ると判定されたことを条件として、前記引き継ぎ処理手段
により、前記引き継ぎ処理を行うと共に、前記登録手段により、前記引き継ぎ要求に含ま
れる前記新たな記録媒体の記録情報から特定される新会員識別情報を前記他の既登録会員
識別情報に対応付けて登録することを特徴とするポイント管理装置。
【請求項１１】
　請求項７～１０のいずれか１つに記載したポイント管理装置であって、
　前記引き継ぎ処理手段は、前記引き継ぎ処理として、前記既登録会員識別情報に対応付
けられているポイント数を前記新会員識別情報に対応付けて管理すると共に、該新会員識
別情報に対応付けられているポイント数と合算する処理を行うことを特徴とするポイント
管理装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　まず請求項１に係る発明は、各店舗（遊技場）において店舗会員として会員登録した会
員に対して発行された記録媒体（会員カード）の記録情報を含む登録要求を受信し、該受
信した登録要求に含まれる前記記録媒体の記録情報から特定される会員識別情報（会員カ
ードＩＤ）を登録する登録手段（制御部５２）と、該登録手段により登録した会員識別情
報である既登録会員識別情報に対応付けて、当該会員識別情報の会員が所有するポイント
数を管理するポイント管理手段（ポイント会員情報ＤＢ）と、を有するポイント管理装置
（５０）を備えるポイント管理システム（１）であって、前記記録媒体には、前記記録情
報として、前記会員識別情報を特定可能な第１会員特定情報（会員カードＩＤ，会員ＩＤ
）が磁気的又は電気的に記録されると共に、前記会員識別情報を特定可能な第２会員特定
情報（会員カードＩＤ，会員ＩＤ）が目視可能に記録され、各店舗に設置され、前記記録
媒体を受け付けて、該受け付けた記録媒体に記録されている前記第１会員特定情報を読み
取る記録媒体受付手段（カードＲ／Ｗ２５，カードリーダ３３）と、該記録媒体受付手段
により読み取った第１会員特定情報を含む第１登録要求を前記ポイント管理装置に対して
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送信する第１登録要求送信手段（ユニット制御部２２，制御部３２）と、を有する店舗端
末（カードユニット２０，キオスク端末３０）をさらに備え、前記ポイント管理装置は、
前記店舗端末から前記第１登録要求を受信したことに基づいて、該受信した第１登録要求
に含まれる第１会員特定情報から特定される会員識別情報を前記登録手段により前記ポイ
ント管理手段に登録すると共に、前記会員が所持する情報端末（ＰＣ６，携帯電話７）に
おいて当該会員が前記第２会員特定情報を入力して登録操作を行うことにより該情報端末
から送信されてくる、該入力された第２会員特定情報を含む第２登録要求を受信したこと
に基づいて、該受信した第２登録要求に含まれる第２会員特定情報から特定される会員識
別情報を前記登録手段により前記ポイント管理手段に登録し、前記既登録会員識別情報を
特定可能な前記記録情報が記録された記録媒体である旧記録媒体に代えて新たな記録媒体
の再発行を受けた前記会員の操作により、前記店舗端末又は前記情報端末から、該新たな
記録媒体の前記記録情報と、前記旧記録媒体の前記記録情報とを含む引き継ぎ要求を受信
したことに基づいて、該受信した引き継ぎ要求に含まれる前記旧記録媒体の記録情報から
特定される既登録会員識別情報に対応付けられているポイント数を、該引き継ぎ要求に含
まれる前記新たな記録媒体の記録情報から特定される新会員識別情報に対応付ける引き継
ぎ処理を行う引き継ぎ処理手段（制御部５２）をさらに有することを特徴とするポイント
管理システムである。
　また請求項２に係る発明は、請求項１に記載したポイント管理システム（１）であって
、前記店舗端末（カードユニット２０，キオスク端末３０）は、前記会員から前記記録媒
体（会員カード）を受け付けて前記記録媒体受付手段（カードＲ／Ｗ２５，カードリーダ
３３）により読み取った第１会員特定情報から特定される会員識別情報（会員カードＩＤ
）に対応付けて前記ポイント管理手段（ポイント会員情報ＤＢ）により管理されているポ
イント数を、当該会員に対して表示するためのポイント表示手段（ディスプレイ２７，３
４）をさらに有することを特徴とするポイント管理システムである。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　また請求項３に係る発明は、請求項１又は２に記載したポイント管理システム（１）で
あって、前記ポイント管理装置（５０）は、前記第２登録要求に伴って、前記登録操作を
行う会員の電子メールアドレスを前記情報端末（ＰＣ６，携帯電話７）から取得する電子
メールアドレス取得手段（制御部５２）と、該電子メールアドレス取得手段により取得し
た電子メールアドレスを、前記受信した第２登録要求に含まれる第２会員特定情報から特
定される会員識別情報（会員カードＩＤ）に対応付けて管理する会員管理手段（ポイント
会員情報ＤＢ）と、前記会員に対して通知する通知内容（アンケート情報，イベント情報
，当選情報）と、通知対象とする会員の会員識別情報を特定可能な情報（アンケート対象
会員の属性情報，イベント対象会員の属性情報，当選会員の会員カードＩＤ）とを設定す
る通知情報設定手段（ディスプレイ５４及び入力装置５５，転送装置用通信部５１ｂ，制
御部５２）と、該通知情報設定手段により設定された情報から特定される前記通知対象の
会員識別情報に対応付けて前記会員管理手段で管理されている電子メールアドレスを抽出
する電子メールアドレス抽出手段（制御部５２）と、前記通知情報設定手段により設定さ
れた通知内容を提供するための通知情報を含む電子メールを該電子メールアドレス抽出手
段により抽出された電子メールアドレス宛に送信する電子メール送信手段（制御部５２）
と、前記店舗端末（カードユニット２０，キオスク端末３０）から前記第１会員特定情報
を含む確認要求（ログイン要求）を受信したことに基づいて、該受信した確認要求に含ま
れる第１会員特定情報から特定される会員識別情報が前記通知情報設定手段により設定さ
れた情報から特定される前記通知対象の会員識別情報であるか否かを判定する通知対象判
定手段（制御部５２）と、該通知対象判定手段により通知対象の会員識別情報であると判
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定されたことを条件として、前記通知情報を前記店舗端末に対して返信する通知情報返信
手段（制御部５２）と、をさらに有することを特徴とするポイント管理システムである。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　また請求項４に係る発明は、請求項３に記載したポイント管理システム（１）であって
、前記ポイント管理装置（５０）は、前記店舗端末（カードユニット２０，キオスク端末
３０）から前記確認要求（ログイン要求）を受信したことに基づいて、該受信した確認要
求に含まれる第１会員特定情報から特定される会員識別情報（会員カードＩＤ）に対応付
けて前記会員管理手段（ポイント会員情報ＤＢ）で電子メールアドレスを管理しているか
否かを判定する電子メールアドレス管理判定手段（制御部５２）をさらに有し、前記通知
情報返信手段（制御部５２）は、該電子メールアドレス管理判定手段により電子メールア
ドレスを管理していると判定されたことを条件として、前記通知情報を前記店舗端末に対
して返信しないことを特徴とするポイント管理システムである。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　また請求項５に係る発明は、請求項１～４のいずれか１つに記載したポイント管理シス
テム（１）であって、前記ポイント管理装置（５０）は、前記引き継ぎ要求を受信したこ
とに基づいて、該受信した引き継ぎ要求に含まれる前記旧記録媒体の記録情報から特定さ
れる既登録会員識別情報に対応付けて登録されている他の既登録会員識別情報が有るか否
かを判定する対応付け判定手段（制御部５２）をさらに有し、該対応付け判定手段により
有ると判定されたことを条件として、前記引き継ぎ処理手段（制御部５２）により、前記
引き継ぎ処理を行うと共に、前記登録手段（制御部５２）により、前記引き継ぎ要求に含
まれる前記新たな記録媒体の記録情報から特定される新会員識別情報を前記他の既登録会
員識別情報に対応付けて登録することを特徴とするポイント管理システムである。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　また請求項６に係る発明は、請求項１～５のいずれか１つに記載したポイント管理シス
テム（１）であって、前記引き継ぎ処理手段（制御部５２）は、前記引き継ぎ処理として
、前記既登録会員識別情報に対応付けられているポイント数を前記新会員識別情報に対応
付けて管理すると共に、該新会員識別情報に対応付けられているポイント数と合算する処
理を行うことを特徴とするポイント管理システムである。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　また請求項７に係る発明は、各店舗（遊技場）において店舗会員として会員登録した会
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員に対して発行された記録媒体（会員カード）の記録情報を含む登録要求を受信し、該受
信した登録要求に含まれる前記記録媒体の記録情報から特定される会員識別情報（会員カ
ードＩＤ）を登録する登録手段（制御部５２）と、該登録手段により登録した会員識別情
報に対応付けて、当該会員識別情報の会員が所有するポイント数を管理するポイント管理
手段（ポイント会員情報ＤＢ）と、を有するポイント管理装置（５０）であって、前記記
録媒体には、前記記録情報として、前記会員識別情報を特定可能な第１会員特定情報（会
員カードＩＤ，会員ＩＤ）が磁気的又は電気的に記録されると共に、前記会員識別情報を
特定可能な第２会員特定情報（会員カードＩＤ，会員ＩＤ）が目視可能に記録され、前記
ポイント管理装置は、各店舗に設置される店舗端末（カードユニット２０，キオスク端末
３０）において前記会員が前記記録媒体の受付を行うことにより該店舗端末から送信され
てくる、該受け付けた記録媒体から読み取った第１会員特定情報を含む第１登録要求を受
信したことに基づいて、該受信した第１登録要求に含まれる第１会員特定情報から特定さ
れる会員識別情報を前記登録手段により前記ポイント管理手段に登録すると共に、前記会
員が所持する情報端末（ＰＣ６，携帯電話７）において当該会員が前記第２会員特定情報
を入力して登録操作を行うことにより該情報端末から送信されてくる、該入力された第２
会員特定情報を含む第２登録要求を受信したことに基づいて、該受信した第２登録要求に
含まれる第２会員特定情報から特定される会員識別情報を前記登録手段により前記ポイン
ト管理手段に登録し、前記既登録会員識別情報を特定可能な前記記録情報が記録された記
録媒体である旧記録媒体に代えて新たな記録媒体の再発行を受けた前記会員の操作により
、前記店舗端末又は前記情報端末から、該新たな記録媒体の前記記録情報と、前記旧記録
媒体の前記記録情報とを含む引き継ぎ要求を受信したことに基づいて、該受信した引き継
ぎ要求に含まれる前記旧記録媒体の記録情報から特定される既登録会員識別情報に対応付
けられているポイント数を、該引き継ぎ要求に含まれる前記新たな記録媒体の記録情報か
ら特定される新会員識別情報に対応付ける引き継ぎ処理を行う引き継ぎ処理手段（制御部
５２）をさらに有することを特徴とするポイント管理装置である。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　また請求項８に係る発明は、請求項７に記載したポイント管理装置（５０）であって、
前記第２登録要求に伴って、前記登録操作を行う会員の電子メールアドレスを前記情報端
末（ＰＣ６，携帯電話７）から取得する電子メールアドレス取得手段（制御部５２）と、
該電子メールアドレス取得手段により取得した電子メールアドレスを、前記受信した第２
登録要求に含まれる第２会員特定情報から特定される会員識別情報（会員カードＩＤ）に
対応付けて管理する会員管理手段（ポイント会員情報ＤＢ）と、前記会員に対して通知す
る通知内容（アンケート情報，イベント情報，当選情報）と、通知対象とする会員の会員
識別情報を特定可能な情報（アンケート対象会員の属性情報，イベント対象会員の属性情
報，当選会員の会員カードＩＤ）とを設定する通知情報設定手段（ディスプレイ５４及び
入力装置５５，転送装置用通信部５１ｂ，制御部５２）と、該通知情報設定手段により設
定された情報から特定される前記通知対象の会員識別情報に対応付けて前記会員管理手段
で管理されている電子メールアドレスを抽出する電子メールアドレス抽出手段（制御部５
２）と、前記通知情報設定手段により設定された通知内容を提供するための通知情報を含
む電子メールを該電子メールアドレス抽出手段により抽出された電子メールアドレス宛に
送信する電子メール送信手段（制御部５２）と、前記店舗端末（カードユニット２０，キ
オスク端末３０）から前記第１会員特定情報を含む確認要求（ログイン要求）を受信した
ことに基づいて、該受信した確認要求に含まれる第１会員特定情報から特定される会員識
別情報が前記通知情報設定手段により設定された情報から特定される前記通知対象の会員
識別情報であるか否かを判定する通知対象判定手段（制御部５２）と、該通知対象判定手
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段により通知対象の会員識別情報であると判定されたことを条件として、前記通知情報を
前記店舗端末に対して返信する通知情報返信手段（制御部５２）と、をさらに有すること
を特徴とするポイント管理装置である。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　また請求項９に係る発明は、請求項８に記載したポイント管理装置（５０）であって、
前記店舗端末（カードユニット２０，キオスク端末３０）から前記確認要求（ログイン要
求）を受信したことに基づいて、該受信した確認要求に含まれる第１会員特定情報から特
定される会員識別情報（会員カードＩＤ）に対応付けて前記会員管理手段（ポイント会員
情報ＤＢ）で電子メールアドレスを管理しているか否かを判定する電子メールアドレス管
理判定手段（制御部５２）をさらに有し、前記通知情報返信手段（制御部５２）は、該電
子メールアドレス管理判定手段により電子メールアドレスを管理していると判定されたこ
とを条件として、前記通知情報を前記店舗端末に対して返信しないことを特徴とするポイ
ント管理装置である。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　また請求項１０に係る発明は、請求項７～９のいずれか１つに記載したポイント管理装
置（５０）であって、前記引き継ぎ要求を受信したことに基づいて、該受信した引き継ぎ
要求に含まれる前記旧記録媒体の記録情報から特定される既登録会員識別情報に対応付け
て登録されている他の既登録会員識別情報が有るか否かを判定する対応付け判定手段（制
御部５２）をさらに有し、該対応付け判定手段により有ると判定されたことを条件として
、前記引き継ぎ処理手段（制御部５２）により、前記引き継ぎ処理を行うと共に、前記登
録手段（制御部５２）により、前記引き継ぎ要求に含まれる前記新たな記録媒体の記録情
報から特定される新会員識別情報を前記他の既登録会員識別情報に対応付けて登録するこ
とを特徴とするポイント管理装置である。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　さらに請求項１１に係る発明は、請求項７～１０のいずれか１つに記載したポイント管
理装置（５０）であって、前記引き継ぎ処理手段（制御部５２）は、前記引き継ぎ処理と
して、前記既登録会員識別情報に対応付けられているポイント数を前記新会員識別情報に
対応付けて管理すると共に、該新会員識別情報に対応付けられているポイント数と合算す
る処理を行うことを特徴とするポイント管理装置である。
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
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　まず請求項１に係るポイント管理システムによれば、ポイント管理装置において、会員
が操作する店舗端末又は情報端末から引き継ぎ要求を受信したことに基づいて引き継ぎ処
理が行われるので、該ポイント管理装置及び店舗に設けられる会員管理装置において引き
継ぎ要求の送受信に伴うプログラムを組んだり、該送受信を行うための装置を設けたりす
る必要がなく、引き継ぎ処理を行うためのコストが低減される。またポイント管理装置に
おいて、会員の所持する情報端末から第２登録要求が送信されてくると会員識別情報の登
録が行われると共に、店舗に設置される店舗端末から第１登録要求が送信されてきても会
員識別情報の登録が行われるので、情報端末を所有していない店舗会員や情報端末の操作
が不得意な店舗会員であってもポイント会員として会員識別情報の登録が可能となり、す
べての店舗会員に公平にポイント会員としての利益を享受する機会を与えることができる
。
　また請求項２に係るポイント管理システムによれば、会員から記録媒体を受け付けて当
該会員に対してポイント数を表示する店舗端末から、該会員から記録媒体を受け付けたこ
とにより第１登録要求が送信されてくると、ポイント管理装置において、会員識別情報の
登録が行われるので、店舗の店員の手を煩わすことなく、ポイント会員としての会員識別
情報の登録が可能となる。
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
　また請求項３に係るポイント管理システムによれば、ポイント管理装置において、情報
端末から登録を行ったポイント会員に対しては、通知情報を電子メールで迅速に通知する
ことができると共に、店舗端末から登録を行い電子メールアドレスが登録されていないポ
イント会員に対しても、通知情報を店舗端末に返信して通知することができる。
【手続補正１４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１９】
　また請求項４に係るポイント管理システムによれば、ポイント管理装置において、電子
メールアドレスが登録されているポイント会員に対しては、通知情報が店舗端末に返信さ
れないので、通知情報を既に電子メールで受け取っているポイント会員に対する該通知情
報の無駄な重複送信が防止される。
【手続補正１５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２０】
　また請求項５に係るポイント管理システムによれば、ポイント管理装置において、引き
継ぎ要求に含まれる旧記録媒体の記録情報から特定される既登録会員識別情報に対応付け
て登録されている他の既登録会員識別情報があれば、引き継ぎ要求に含まれる新たな記録
媒体の記録情報から特定される新会員識別情報が当該他の既登録会員識別情報に対応付け
て登録されるので、当該他の既登録会員識別情報と新会員識別情報とを特定可能な記録情
報を含む合算要求を送信する必要が無く、それら会員識別情報が記録された複数の記録媒
体を所有する所有者の利便性が向上する。
【手続補正１６】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２１】
　また請求項６に係るポイント管理システムによれば、ポイント管理装置において、新会
員識別情報に対応付けてポイント数が管理されている場合であっても、既登録会員識別情
報に対応付けられているポイント数と該新会員識別情報に対応付けられているポイント数
とが合算されるので、それら会員識別情報が記録された複数の記録媒体を所有する所有者
の利便性が向上する。
【手続補正１７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２２】
　また請求項７に係るポイント管理装置によれば、会員が操作する店舗端末又は情報端末
から引き継ぎ要求を受信したことに基づいて引き継ぎ処理が行われるので、該ポイント管
理装置及び店舗に設けられる会員管理装置において引き継ぎ要求の送受信に伴うプログラ
ムを組んだり、該送受信を行うための装置を設けたりする必要がなく、引き継ぎ処理を行
うためのコストが低減される。また会員の所持する情報端末から第２登録要求が送信され
てくると会員識別情報の登録が行われると共に、店舗に設置される店舗端末から第１登録
要求が送信されてきても会員識別情報の登録が行われるので、情報端末を所有していない
店舗会員や情報端末の操作が不得意な店舗会員であってもポイント会員として会員識別情
報の登録が可能となり、すべての店舗会員に公平にポイント会員としての利益を享受する
機会を与えることができる。
【手続補正１８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２３】
　また請求項８に係るポイント管理装置によれば、情報端末から登録を行ったポイント会
員に対しては、通知情報を電子メールで迅速に通知することができると共に、店舗端末か
ら登録を行い電子メールアドレスが登録されていないポイント会員に対しても、通知情報
を店舗端末に返信して通知することができる。
【手続補正１９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２４】
　また請求項９に係るポイント管理装置によれば、電子メールアドレスが登録されている
ポイント会員に対しては、通知情報が店舗端末に返信されないので、通知情報を既に電子
メールで受け取っているポイント会員に対する該通知情報の無駄な重複送信が防止される
。
【手続補正２０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２５
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【００２５】
　また請求項１０に係るポイント管理装置によれば、引き継ぎ要求に含まれる旧記録媒体
の記録情報から特定される既登録会員識別情報に対応付けて登録されている他の既登録会
員識別情報があれば、引き継ぎ要求に含まれる新たな記録媒体の記録情報から特定される
新会員識別情報が当該他の既登録会員識別情報に対応付けて登録されるので、当該他の既
登録会員識別情報と新会員識別情報とを特定可能な記録情報を含む合算要求を送信する必
要が無く、それら会員識別情報が記録された複数の記録媒体を所有する所有者の利便性が
向上する。
【手続補正２１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２６】
　さらに請求項１１に係るポイント管理装置によれば、新会員識別情報に対応付けてポイ
ント数が管理されている場合であっても、既登録会員識別情報に対応付けられているポイ
ント数と該新会員識別情報に対応付けられているポイント数とが合算されるので、それら
会員識別情報が記録された複数の記録媒体を所有する所有者の利便性が向上する。
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